様式第八号(第十条の四関係)該当するものに丸をつけて下さい。
申請年月日を記載して下さい。
氏名又は住所等は、住民票や登記事項証明書等に沿って、地番等を省略せずに正確に記載して下さい。
取り扱う産業廃棄物の種類と中間処理又は最終処分の種類を記載して下さい。
○中間処理の種類の例：破砕、焼却、脱水、乾燥　等
○最終処分の種類の例：陸域埋立、海域埋立
土地又は建物の登記簿等に沿って、地番等を省略せずに正確に記載して下さい。事務所等に電話がある場合には、電話番号を記載して下さい。
産業廃棄物の保管を行う場合には、処分の種類ごとに、保管場所の概要を記入し、詳細については、「事業計画の概要を記載した書類」に記載して下さい。
詳細については、「事業計画の概要を記載した書類」に記載して下さい。また、スペースに入らない場合は「別紙のとおり」として、別紙に概要を記載しても構いません。
産業廃棄物処分業許可申請書
（様式第八号）の記載例
設置許可を受けた施設の場合、使用前検査済証を受けた年月日を記載して下さい。それ以外の施設の場合は、実際に設置した年月日を記載してください。

(第1面)　　　　　　　　　　 （ 新規　・　更新 ）
	産業廃棄物処分業許可申請書
　　令和６年　４月　１日
　沖縄県知事　　　　殿

 　
申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所　沖縄県○○市××１２番地の３４　
氏名　株式会社　○○　　　　　　　　
代表取締役　○×　△△　　　　　
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　098-***-****
　　Ｆ Ａ Ｘ　098-***-****　　　　　　　　　　　
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定により、産業廃棄物処分業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。

	事業の範囲(処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。）を記載すること。)
	破砕：がれき類
焼却：木くず、紙くず、繊維くず
（これらのうち、石綿含有産業及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

	事務所及び事業場の所在地


	事務所　　沖縄県○○市××１２番地の３４　　　　　
電話番号　098-***-****

	
	事業場　　沖縄県○○市××１２番１、１２番２
電話番号　098-***-****

	

事業の用に供するすべての施設
(施設ごとに種類、設置場所、設置年月日、処理能力、許可年月日及び許可番号(産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合に限る。)を記載すること。)
	破砕施設（××－○○（型式等を記入））
設置場所：沖縄県××市○○番	
設置年月日：平成＊＊年＊月＊日
処理能力：４ｔ/日（８時間）
焼却施設（△△（型式等を記入））
設置場所：沖縄県××市○○番	
設置年月日：平成＊＊年＊月＊日
許可番号：＊＊＊＊＊＊
処理能力：５ｔ/日（８時間）			

	保管を行う場合には、保管を行うすべての場所の所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。）、処分等のための保管上限及び積み上げることができる高さ
	　保管場所：沖縄県××市○○番

	
	　がれき類
　　　保管面積：100㎡　　
　　　保管上限：100m3
　　　保管高さ：3.0m

	紙くず、木くず及び繊維くずの混合廃棄物
　　　保管面積：10㎡
　　　保管上限：5m3
　　　保管高さ：1.5m

	事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
	　破砕施設（スイングハンマ式）
焼却施設（ロータリキルン炉）
※　詳細は別添パンフレット参照

	※事務処理欄
	


(日本工業規格　Ａ列４番)
(第2面)既に処理業の許可を有している場合（他都道府県で許可を取得している場合、本県で当該申請以外の許可を受けている場合等）には、産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得している都道府県名（本県を含む）、市名及び許可番号を記入して下さい。
また、該当がない場合も、「該当無し」と記入して下さい。
この欄は個人の場合にのみ記入して下さい。
記載にあたっては、住民票に沿って正確に記載して下さい。
この欄は申請者が未成年者である場合にのみ記入して下さい。
記載にあたっては、法定代理人が個人の場合には住民票の記載事項を記載し、法定代理人が法人の場合には、法人の登記事項証明書並びに役員の住民票記載事項の内容に沿って正確に記載して下さい。
この欄は法人の場合にのみ記載してください。
記載にあたっては、登記事項証明書に沿って正確に記入して下さい。
この欄は法人の場合にのみ記載してください。「役員」には、理事、監査役、監事、その他これに類する者を含みます。
これらの者について、住民票に沿って、正確に記載して下さい。
記載にあたっては、住民票に沿って正確に記入して下さい。

	既に処理業の許可(他の都道府県のものを含む。)を有している場合はその許可番号(申請中の場合には、申請年月日)
	都道府県・市名
	許可番号(申請中の場合には､申請年月日)

	
	　沖縄県
	　第0472123456号

	
	　
	　

	
	　
	　

	
	　
	　

	申請者(個人である場合)

	　
	(ふりがな)
氏名
	生年月日
	本籍

	
	
	
	住所

	
	　
	　
	　

	
	
	
	　

	
	　　　　　　　　　　　　　　(法人である場合)

	
	(ふりがな)
名称
	住所

	
	　かぶしきがいしゃ　まるまる
株式会社　○○
	　沖縄県○○市××１２番地の３４

	法定代理人(申請者が法第14条第５項第2号ハに規定する未成年者である場合)

	
	（個人である場合）

	　
	(ふりがな)
氏名
	生年月日
	本籍

	
	
	
	住所

	
	　
	　
	　

	
	
	
	　

	
	（法人である場合）

	
	(ふりがな)
名　　　　称
	　生年月日
	本籍

	
	
	
	住所

	
	
	
	

	
	
	役員（法定代理人が法人である場合）

	
	
	(ふりがな)
氏名
	生年月日
	本籍

	
	
	
	
	住所

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	役員(申請者が法人である場合)

	　
	(ふりがな)
氏名
	生年月日
	本籍

	
	
	役職名・呼称
	住所

	
	まるばつさんかく
○×　△△
	昭和**年*月*日
	　沖縄県○○市××５６番地の７

	
	
	代表取締役
	　沖縄県○○市××８９番地の１

	
	まるばつ しかく
○×　□□
	昭和**年*月*日
	　沖縄県○○市××５６番地の７

	
	
	取締役
	　沖縄県○○市××８９番地の１　○○マンション201

	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　




(第3面)この欄は法人の場合にのみ記載してください。
記載にあたっては、住民票又は登記事項証明書に沿って正確に記入して下さい。
なお、出資者が法人の場合は、生年月日および本籍の欄の記入は不要です。
この欄は使用人がいる場合にのみ記入して下さい。
なお、「使用人」とは、申請者の使用人であって、次に掲げるものの代表者であるものです。
①　本店又は支店の代表者
②　①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、産業廃棄物処理業についての契約締結権限を有する者を置くもの。

また、使用人がいる場合は、使用人証明書（様式１－４）を添付して下さい。
記載にあたっては、住民票に沿って正確に記入して下さい。

	発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者(申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき)

	　
	発行済株式の総数
	100 株
	出資の額
	　

	
	(ふりがな)
氏名又は名称
	生年月日
	保有する株式の
数又は出資の金額
	本籍

	
	
	
	割合
	住所

	
	まるばつさんかく
○×　△△
	昭和**年
*月*日
代表取締役
	　100株
	　沖縄県○○市××５６番地の７

	
	
	
	　100%
	　沖縄県○○市××８９番地の１

	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　

	令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある場合)

	　
	(ふりがな)
氏名
	生年月日
	本籍

	
	
	役職名・呼称
	住所

	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　

	備考
　1　※欄は記入しないこと。
　2　「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各欄については、該当するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この株式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。
　3　「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
　4　都道府県知事が定める部数を提出すること。

	※手数料欄





